
第６９号議案

中間市人権教育啓発審議会設置条例の一部を改正する条例

この条例を別紙のとおり制定することについて、地方自治法第９６条第１項第１号の規定

により、議会の議決を求める。

令和７年１１月２５日提出

中間市長 福田 浩



中間市人権教育啓発審議会設置条例の一部を改正する条例

中間市人権教育啓発審議会設置条例（平成21年中間市条例第７号）の一部を次のように改

正する。

題名を次のように改める。

中間市人権施策審議会条例

第１条中「人権教育及び啓発に関する」を「本市における中間市人権教育・啓発に関する

基本計画（以下「計画」という。）に基づく」に、「中間市人権教育啓発審議会」を「中間

市人権施策審議会」に改める。

第２条中「事項と」を「とおりと」に改め、同条第１号を次のように改める。

(１) 市長の諮問に応じ、計画の策定に係る必要な事項を調査審議し、答申すること。

第２条第２号中「関する」を「関し、市長に報告を求め、及び意見を述べる」に改め、同

条第３号中「その他」を「前２号に掲げるもののほか、」に、「重要事項」を「必要な事項」

に改める。

第３条第２項第２号を次のように改める。

(２) 市内関係団体に属する者

第４条第３項を次のように改める。

３ 市長は、委員が前条第２項各号のいずれにも該当しなくなったときは、当該委員を解嘱

することができる。

第５条第１項中「それぞれ」を「各」に改める。

第６条第１項中「審議会」の次に「の会議（以下「会議」という。）」を加え、「招集し、

その議長となる」を「招集する」に改め、同項に次のただし書を加える。

ただし、会長及び副会長を定めていないときは、市長が招集するものとする。

第６条第４項中「ある」を「あると認める」に改め、「専門の知識経験者及び」を削り、

同項を同条第５項とし、同条第３項中「出席委員」を「出席した委員」に改め、同項を同条

第４項とし、同条中第２項を第３項とし、第１項の次に次の１項を加える。

２ 会議の議長は、会長をもって充てる。

第８条を第10条とする。

第７条中「人権男女共同参画課」を「市民部において人権施策に関する事務を所管する部

署」に改め、同条を第９条とし、第６条の次に次の２条を加える。

（書面会議）

第７条 審議会は、特に必要と認められるときは、書面による会議（以下「書面会議」とい

う。）を行うことができる。

２ 書面会議を行うときは、会長は、前条第１項の規定による招集に代えて、委員に対し、

期限を定めて表決その他の意見を記した書面（以下「表決等」という。）の提出を求める

ものとする。ただし、会長及び副会長を定めていないときは、市長が求めるものとする。

３ 前項の期限までに表決等が提出されたときは、当該表決等を提出した委員は、会議に出

席したものとみなす。

４ 前条第３項及び第４項の規定は、書面会議に準用する。



５ 前各項に定めるもののほか、書面会議の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

（部会）

第８条 審議会に部会を置くことができる。

２ 部会に属すべき委員は、審議会の承認を経て、会長が指名する。

３ 各部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選に基づき、会長が指名する。

４ 部会長は、部会の事務を総理する。

５ 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名

する者が、その職務を代行する。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この条例の施行の際現に改正前の中間市人権教育啓発審議会設置条例第３条第２項の規

定により委嘱されている中間市人権教育啓発審議会の委員は、改正後の中間市人権施策審

議会条例（以下「新条例」という。）第３条第２項の規定により委嘱された中間市人権施

策審議会の委員とみなす。この場合において、委嘱されたものとみなされる中間市人権施

策審議会の委員の任期は、新条例第４条第１項の規定にかかわらず、この条例の施行の日

の前日における中間市人権教育啓発審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間と

する。

（中間市特別職職員の給与等に関する条例の一部改正）

３ 中間市特別職職員の給与等に関する条例（昭和31年中間市条例第23号）の一部を次のよ

うに改める。

第１条第30号中「中間市人権教育啓発審議会」を「中間市人権施策審議会」に改める。

別表第２中

「

」

「

」

改める。

人権教育啓発審議会の委員 4,200円 を

中間市人権施策審議会の委員 4,200円 に



中間市人権教育啓発審議会設置条例新旧対照表

改正後 改正前

中間市人権施策審議会条例 中間市人権教育啓発審議会設置条例

（設置） （設置）

第１条 本市における中間市人権教育・啓発に関する基本計画（以下

「計画」という。）に基づく施策（以下「人権施策」という。）の

総合的かつ効果的な推進を図るため、中間市人権施策審議会（以下

「審議会」という。）を設置する。

第１条 人権教育及び啓発に関する施策（以下「人権施策」とい

う。）の総合的かつ効果的な推進を図るため、中間市人権教育啓発

審議会（以下「審議会」という。）を設置する。

（所掌事務） （所掌事務）

第２条 審議会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。 第２条 審議会の所掌事務は、次に掲げる事項とする。

(１) 市長の諮問に応じ、計画の策定に係る必要な事項を調査審議

し、答申すること。

(１) 中間市人権教育・啓発に関する基本計画（以下「計画」とい

う。）の策定に関すること。

(２) 計画の実施及び推進に関し、市長に報告を求め、及び意見を

述べること。

(２) 計画の実施及び推進に関すること。

(３) 前２号に掲げるもののほか、人権施策の推進に係る必要な事

項に関すること。

(３) その他人権施策の推進に係る重要事項に関すること。

（組織） （組織）

第３条 （略） 第３条 （略）

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。 ２ 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(１) （略） (１) （略）

(２) 市内関係団体に属する者 (２) 市内各種団体の関係者

(３) （略） (３) （略）



（任期） （任期）

第４条 （略） 第４条 （略）

２ （略） ２ （略）

３ 市長は、委員が前条第２項各号のいずれにも該当しなくなったと

きは、当該委員を解嘱することができる。

３ 委員が前条第２項に規定する要件を欠くに至ったときは、当該委

員はその職を失うものとする。

（会長及び副会長） （会長及び副会長）

第５条 審議会に、会長及び副会長を各１人置き、委員の互選により

定める。

第５条 審議会に、会長及び副会長をそれぞれ１人置き、委員の互選

により定める。

２・３ （略） ２・３ （略）

（会議） （会議）

第６条 審議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集す

る。ただし、会長及び副会長を定めていないときは、市長が招集す

るものとする。

第６条 審議会は、会長が招集し、その議長となる。

２ 会議の議長は、会長をもって充てる。

３ （略） ２ （略）

４ 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のとき

は、議長の決するところによる。

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議

長の決するところによる。

５ 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、そ

の意見を聴くことができる。

４ 審議会は、必要があるときは、専門の知識経験者及び関係者の出

席を求め、その意見を聴くことができる。

（書面会議）

第７条 審議会は、特に必要と認められるときは、書面による会議

（以下「書面会議」という。）を行うことができる。

＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

２ 書面会議を行うときは、会長は、前条第１項の規定による招集に ＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿



代えて、委員に対し、期限を定めて表決その他の意見を記した書面

（以下「表決等」という。）の提出を求めるものとする。ただし、

会長及び副会長を定めていないときは、市長が求めるものとする。

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

３ 前項の期限までに表決等が提出されたときは、当該表決等を提出

した委員は、会議に出席したものとみなす。

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

４ 前条第３項及び第４項の規定は、書面会議に準用する。

５ 前各項に定めるもののほか、書面会議の実施に関し必要な事項

は、市長が別に定める。

（部会）

第８条 審議会に部会を置くことができる。

２ 部会に属すべき委員は、審議会の承認を経て、会長が指名する。 ＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

３ 各部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選に基づき、

会長が指名する。

４ 部会長は、部会の事務を総理する。

５ 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部

会長があらかじめ指名する者が、その職務を代行する。

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（庶務） （庶務）

第９条 審議会の庶務は、市民部において人権施策に関する事務を所

管する部署において処理する。

第７条 審議会の庶務は、人権男女共同参画課において処理する。

（委任） （委任）

第10条 （略） 第８条 （略）


